
令和５年度 富士河口湖町学校教育関連施策 

                              

                             富士河口湖町教育委員会 

 

教育委員会は学校教育の目標達成のために多様な視点から教育行政機関としての責任において

令和５年度、次の施策を重点的に行っていくこととする。(下線は令和５年度重点)ただし、各施策

の実施には弾力的かつ柔軟に対応することを前提とする。 

 

１ いっそうの学力向上と自立する力の育成のために 

 

（１）学校教育を支える人的資源の充実 

・町単の配置教諭 ⇒ グループ学習、習熟度学習など多様できめ細かな学習形態の実施

や複式授業の解消をはかる。また、放課後の補充・発展学習の実

施を学校ごとに一層充実させる。（単独授業を含む） 

  現在、学習指導要領の趣旨や内容に基づいた教育課程の下、各教科・領域において継続

的な学習活動が展開されてきている。今年度も小中学校とも学習指導要領の着実な実施と

ICT の活用が求められている。学習指導要領の総則には、情報活用能力を言語能力と同様

に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけている。さらに、ＩＣＴを活用した学習活

動の充実を図ることも明記されており、指導の充実や推進を図る上で町単教諭の役割はま

すます重要性を増すものになる。 

・支援員の配置 ⇒ インクルーシブ教育の進展に伴い、特に普通学級に在籍する個性や

特性を抱えている児童生徒の個別の学習支援、生活支援を図る。 

・スクールソーシャルワーカー（SSW）  

⇒ 学校の要請により家庭など生活環境に課題を抱えている児童生徒や 

その保護者の支援を図る。 

・教育センターの相談員が中心となり、学校に適応できない子どもたちの心のサポートと適 

切な学習支援を図る。 

・学校を支える地域のボランティアとの連携を推進する。とりわけ退職教職員や山梨大学に

通う郡内地域の学生など学習支援ボランティアの組織化を一層充実させる。 

 

（２）学習指導要領に対応する教育課程の編成と実施に伴う研究の推進 

小学校英語科導入、道徳の教科化など本格実施となっている学習指導要領に対応する教

育課程の研究を教育センターが中核になり一層進める。 

また、いわゆる主体的・対話的で深い学びの指導方法を積極的に取り入れた授業の実施

をさらに推し進めるよう各学校に要請する。 

 

（３）ICT 機器の活用のいっそうの推進 

従来のパソコンに加え、電子黒板、タブレット、デジタル教科書など教育 ICT の一層の

活用を推進する。そのため教職員への ICT 活用推進のための研修を実施する。 

 

（４）教育センターによる授業の直接支援 

教育センターの体験型支援授業の開催（木工教室、富士山学習など・・・・）および外

部指導者の活用による充実した授業の推進のための予算的支援の充実を図る。 



（５）学校間，校種間の合同授業や交流活動の推進 

小規模校の課題を克服するため、学校同士の交流活動をさらに盛んにし、合同での活動

場面を拡大しながら学習効果の一層の向上を目指す。また、保・幼、小、中連携をさらに

押し進める。 ⇒ やまなし幼児教育センターとの連携 

 

（６）学習の課題を明確にし、改善をはかっていく 

教育委員会は指導要領の改訂に伴い子どもたちの実態に応じて各学校が確かな学力向上

に向かっての教育課程の整備や指導方法改善を推進できるよう必要な支援をする。 

学校は各種の調査結果を活用するなどして児童・生徒の学力の実態を確実に把握し、学

校における課題を明確にし、主体的な学習方法を仕組みながらより効果的・効率的な教育

活動を実施する。 

 

（７）就学相談の充実 

楽しい学校生活を保障するために教育委員会事務局に引き続き就学指導担当者（就学相

談員）を置き、望ましい就学の在り方やその子にとって最もふさわしい就学について保護

者との協議や相談を行っていく。 

 

２ 豊かな心の育成のために 

 

（１）子どもたちの心と生活の安定は学力向上の土台であることを前提に支援する。 

①学校における教育相談活動とガイダンスの実施により意欲的に学習しようとする心情

を育てるとともに児童・生徒の心の支援をしていくために必要に応じて教育センターの

機能の活用を推進する。 

②不登校改善のため、本人の心情に働き掛けるとともに好ましい生活環境確保のために

SSW を活用していく。また教育センター相談員も学校と連携しながら児童・生徒を支

援していく。(令和４年度は県下２，０５４名・・・前年比＋３７３名。町立小中学校で

は２２名（A 判定→１８名、B 判定→４名）とやはり増加傾向にある。前年比＋３名。

⇒１０月現在) ＊A 判定→３０日以上の欠席。B 判定→１５日以上２９日以下の欠席。 

③学校と家庭との連携を進めるため全国学力学習状況調査や子どもたちの毎日の生活の

様子から学習の土台となる課題を発見して、改善のために取り組む。たとえば「基本的

な生活習慣の定着度はどうか」、「家庭での学習時間がなぜ少ないのか」、「読書活動を推

進するには」など生活の課題を見出して、家庭との連携の中で改善していくために働き

かけを強めていく。 

④学校は「いじめ」のない好ましい人間関係を醸成するため、日ごろから具体的な手立て

を講じる。 

 

（２）行動の規範を明確に示し、尊ぶ子を育てる。 

「正義を尊び」、「ルールを守り」、「マナーを身に付ける」など子どもたちの育成を町ぐ

るみで推進するため、善行を積極的にたたえる風土醸成に向けた指導や授業を行う。 

 

（３）郷土を愛する心情を育てる 

富士山学習を積極的に推進する。教育センターは必要な援助を行い、教育委員会は連動

した子どもたちの活動を実施していく。（自然観察教室、防災学習など） 

 ※ジュニア防災リーダーの育成、富士山学習による防災教育 等 



 

（４）学校の安全・安心づくり 

各種機関と連携して諸課題解決にあたる組織づくりを推進する。また、地域の「いじめ

問題対策協議会」、「通学路安全推進連絡会」など関係機関との連携を深めるとともに、校

内に必要な対応マニュアルを備え、危機管理体制を整備する。（防災、いじめ、学校事故、

アレルギー事故防止、情報管理など） 

 

（５）教育センターの学校支援を推進する 

教育センターは子どもたちに必要な直接援助をし、心と学力を支える。また保護者の教

育相談に積極的に関わって保護者を支援する。 

 

（６）学校間連携を推進し、家庭や地域に対して必要な活動を行う。 

①学校と地域の人たちとの交流や保・幼、小、中学校間連携の一層の推進を図る。 

②地域での子どもたちの指導者や家庭に対する「子どもへの暴力・虐待根絶」の周知を図

る。 

③家庭教育の重要性を保護者に周知するとともに、学校教育と両輪を果たす子どもたちへ

の責任を明確にしていく。 

 

３ 地域に支えられた健康で安全な学校作りと体力の向上のために 

 

（１）学校事故防止のための必要な対策の実施 

 ①施設・設備の安全点検の確実な実施と、速やかな対策を行う。 

 ②「通学路安全推進連絡会」を活用した通学路安全点検の実施と改善を行う。 

 ③アレルギー対応・事故防止のため研修や対策を行う。 

 

（２）地域の安全を確保していく。 ⇒ 警察とのパートナーシップ協定の活用、町への地域パ

トロールや地域ボランティアの要請など 

 

（３）子どもたちの社会教育活動や社会体育活動への参加を推奨し、日常の外遊びを勧めるなど

して、子どもたちの体力向上を図る。 

 

（４）低学年からの自分の健康に関する意識向上のための指導を充実させ、自己健康管理に対 

する実践を支援していく。 

 

４ 学校の多忙化解消のための取り組みを進める。 

 

（１）令和 2 年 4 月に導入された統合型校務支援システムの円滑な活用をはかり、教員の多忙化

改善を図るとともに教員が子ども一人ひとりと向き合う時間の確保につなげる。 

  

（２）働き方改革、教員の「子どもたちに向きあう時間の確保」の方針を受けて、実施可能なと

ころから早急に対応していく。 

 

５ その他 

 



ホームページを活用し教育委員会の施策や方針を積極的に発信していく。 

令和５年度(２０２３年度)版 富士河口湖町小中学校 

 

学力向上のための施策関連イメージ 
富士河口湖町教育委員会 

１  学力向上の手立てとなる人的資源の活用 

  

 

 

２ 学力向上を支える土台 
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の学習支援、体験
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町費負担教諭 

(町単教諭)  

英語支援教員 
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授業改善と学びの意欲

喚起･学習環境の改善

がもたらす学力の向上 

 

支援員 

教員ＯＢ 

外部指導者 

 

県費負担教職員 

県配置 SC 

・家庭での望ましい生活習慣の形成と「地域に支えられる子ども」の育成 

・積極的な授業改善の工夫・推進、人的資源の組織化と有効な活用の計画と実践 

・幼児期からの好ましい生活、学習習慣の形成、家庭学習の進展を促す取組み 

・学校教育を支援する環境・機関(教育センター・SSW 等)との連携の推進 

教育委員会と学校が同じベクトルを持ち、さらに学校･家庭･地域が一体となって児

童・生徒の学力向上をめざす教育行政の推進 

 

 

 

 

 

 

教育ｾﾝﾀｰ相談員

SSW 

就学相談員 


